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－1－ 

議案第２０号 

 

令和４年度利府町一般会計予算 
 

 令和４年度利府町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２，９００，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した

給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和４年３月３日提出 

利府町長    熊 谷  大   

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－2－

（単位：千円）歳 入

項

町 税1 4,664,917

町 民 税1 2,050,521

固 定 資 産 税2 2,256,815

軽 自 動 車 税3 98,286

市 町 村 た ば こ 税4 259,223

入 湯 税5 72

地 方 譲 与 税2 85,801

地 方 揮 発 油 譲 与 税1 20,000

自 動 車 重 量 譲 与 税2 60,000

地 方 道 路 譲 与 税3 1

森 林 環 境 譲 与 税4 5,800

利 子 割 交 付 金3 2,000

利 子 割 交 付 金1 2,000

配 当 割 交 付 金4 12,000

配 当 割 交 付 金1 12,000

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金5 13,000

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金1 13,000

法 人 事 業 税 交 付 金6 57,000

法 人 事 業 税 交 付 金1 57,000

地 方 消 費 税 交 付 金7 720,000

地 方 消 費 税 交 付 金1 720,000

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金8 20,000

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金1 20,000

自 動 車 取 得 税 交 付 金9 1

自 動 車 取 得 税 交 付 金1 1

環 境 性 能 割 交 付 金10 9,000



－3－

金          額款 項

環 境 性 能 割 交 付 金 環 境 性 能 割 交 付 金110 9,000

国有提供施設等所在市町村助成交付金11 300

国有提供施設等所在市町村助成交付金1 300

地 方 特 例 交 付 金12 50,000

地 方 特 例 交 付 金1 40,000

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補2 10,000

填 特 別 交 付 金

地 方 交 付 税13 955,000

地 方 交 付 税1 955,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金14 5,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金1 5,000

分 担 金 及 び 負 担 金15 92,204

負 担 金1 92,204

使 用 料 及 び 手 数 料16 187,840

使 用 料1 125,365

手 数 料2 62,475

国 庫 支 出 金17 2,024,094

国 庫 負 担 金1 1,538,357

国 庫 補 助 金2 477,532

委 託 金3 8,205

県 支 出 金18 997,255

県 負 担 金1 715,360

県 補 助 金2 204,181

委 託 金3 77,714

財 産 収 入19 6,009

財 産 運 用 収 入1 6,006

109609
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金          額款

－4－

項

財 産 収 入 財 産 売 払 収 入219 3

寄 附 金20 350,000

寄 附 金1 350,000

繰 入 金21 1,258,888

特 別 会 計 繰 入 金1 5

基 金 繰 入 金2 1,258,883

繰 越 金22 10,000

繰 越 金1 10,000

諸 収 入23 423,991

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1,500

預 金 利 子2 1

貸 付 金 元 利 収 入3 198,358

受 託 事 業 収 入4 4,832

雑 入5 219,300

町 債24 955,700

町 債1 955,700

12,900,000歳              入              合              計

109609
テキスト ボックス



－5－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 議 会 費 127,551

議 会 費 1 127,551

2 総 務 費 1,627,550

総 務 管 理 費 1 1,167,187

徴 税 費 2 189,758

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 3 81,145

選 挙 費 4 32,767

統 計 調 査 費 5 900

企 画 費 6 145,736

監 査 委 員 費 7 10,057

3 民 生 費 4,756,484

社 会 福 祉 費 1 1,828,322

児 童 福 祉 費 2 2,926,445

災 害 救 助 費 3 1,717

4 衛 生 費 999,013

保 健 衛 生 費 1 549,856

清 掃 費 2 449,157

5 労 働 費 50,201

労 働 諸 費 1 50,201

6 農 林 水 産 業 費 142,919

農 業 費 1 113,754

林 業 費 2 24,797

水 産 業 費 3 4,368

7 商 工 費 565,205

商 工 費 1 565,205

8 土 木 費 1,283,232



金          額款

－6－

項

土 木 管 理 費 18 土 木 費 29,052

道 路 橋 梁 費 2 834,981

河 川 費 3 150

都 市 計 画 費 4 360,174

住 宅 費 5 58,875

9 消 防 費 534,651

消 防 費 1 534,651

10 教 育 費 1,594,818

教 育 総 務 費 1 412,943

小 学 校 費 2 158,186

中 学 校 費 3 121,405

社 会 教 育 費 4 374,206

保 健 体 育 費 5 528,078

11 災 害 復 旧 費 2

公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 1 1

公 共 施 設 等 災 害 復 旧 費 2 1

12 公 債 費 1,119,350

公 債 費 1 1,119,350

13 予 備 費 99,024

予 備 費 1 99,024

12,900,000歳              出              合              計

109609
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第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

事　　　項 期　　　間 限　度　額

議会会議録反訳業務事業

議会議場映像音響機器賃貸借事業 令和5年度 72

令和5年度から令和6年度まで 2,365

サーバ室入退室管理システム賃貸借事業 令和5年度から令和9年度まで 4,620

自動車賃貸借事業 令和5年度から令和12年度まで 10,656

コミュニティセンター指定管理事業 令和5年度から令和7年度まで 16,830

町民バス車両賃貸借事業 令和5年度から令和9年度まで 34,480

地域公共交通計画策定業務事業 令和5年度 4,600

地理情報システム賃貸借事業 令和5年度から令和9年度まで 14,430

固定資産管理システム登記情報連携業務事業 令和5年度から令和9年度まで 3,960

戸籍総合システムクラウド化事業 令和5年度から令和9年度まで 56,945

コンビニ交付システムクラウド化事業 令和5年度から令和9年度まで 29,835

－7－



－8－

学校給食施設食器洗浄機賃貸借事業 令和5年度 140

事　　　項 期　　　間 限　度　額

道路整備計画策定業務事業 令和5年度から令和6年度まで

学校給食調理・配送業務事業 令和5年度から令和7年度まで 222,036

22,902

学校給食施設厨房機器賃貸借事業 令和5年度から令和14年度まで 56,550

学校給食施設食缶洗浄機・連続揚物機賃貸借事業 令和5年度 165



計 955,700

道路整備事業

臨時財政対策債 450,000

学校教育施設等整備事業

償還の方法利　　率起債の方法限　度　額

1,700

証書借入又は
証券発行

　年５．０％以内（ただし、利率
見直し方式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の利率）

　借入期日の翌日から３０年以内に半年賦
元利均等償還又は元金均等償還とする。た
だし、融資条件又は財政の都合により償還
年限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利
に借換えすることができる。

11,200

児童福祉施設整備事業

342,200

9,200農林水産業施設整備事業

第 ３ 表 地 方 債

（単位：千円）

災害援護資金貸付金

公共施設等適正管理推進事業 112,600

起債の目的

28,800

－9－
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－11－ 

議案第２１号 
 

令和４年度利府町国民健康保険特別会計予算 
 

 令和４年度利府町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，２２５，７５８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給

付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和４年３月３日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－12－

（単位：千円）歳 入

項

国 民 健 康 保 険 税1 551,368

国 民 健 康 保 険 税1 551,368

使 用 料 及 び 手 数 料2 273

手 数 料1 273

国 庫 支 出 金3 1

国 庫 補 助 金1 1

県 支 出 金4 2,389,523

県 補 助 金1 2,389,523

財 産 収 入5 4

財 産 運 用 収 入1 4

繰 入 金6 281,533

他 会 計 繰 入 金1 171,257

基 金 繰 入 金2 110,276

繰 越 金7 1,000

繰 越 金1 1,000

諸 収 入8 2,056

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1,301

貸 付 金 元 利 収 入2 340

雑 入3 415

3,225,758歳              入              合              計



－13－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 33,898

総 務 管 理 費 1 32,893

徴 収 費 2 586

運 営 協 議 会 費 3 419

2 保 険 給 付 費 2,352,970

療 養 諸 費 1 2,042,447

高 額 療 養 費 2 295,578

移 送 費 3 40

出 産 育 児 諸 費 4 8,405

葬 祭 諸 費 5 2,000

傷 病 手 当 金 6 4,500

3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 775,284

医 療 給 付 費 分 1 510,354

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 2 195,694

介 護 納 付 金 分 3 69,236

4 共 同 事 業 拠 出 金 3

共 同 事 業 拠 出 金 1 3

5 保 健 事 業 費 49,730

保 健 事 業 費 1 22,900

特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 2 26,830

6 基 金 積 立 金 4

基 金 積 立 金 1 4

7 公 債 費 4

公 債 費 1 4

8 諸 支 出 金 3,865

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 3,862



金          額款

－14－

項

繰 出 金 28 諸 支 出 金 3

9 予 備 費 10,000

予 備 費 1 10,000

3,225,758歳              出              合              計

109609
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－15－ 

議案第２２号 

 

令和４年度利府町介護保険特別会計予算 
 

 令和４年度利府町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，３３５，５３４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５０，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給

付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和４年３月３日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－16－

（単位：千円）歳 入

項

保 険 料1 586,159

介 護 保 険 料1 586,159

使 用 料 及 び 手 数 料2 50

手 数 料1 50

国 庫 支 出 金3 423,296

国 庫 負 担 金1 383,057

国 庫 補 助 金2 40,239

支 払 基 金 交 付 金4 594,987

支 払 基 金 交 付 金1 594,987

県 支 出 金5 336,015

県 負 担 金1 318,179

県 補 助 金2 17,836

財 産 収 入6 7

財 産 運 用 収 入1 7

繰 入 金7 393,916

一 般 会 計 繰 入 金1 369,599

基 金 繰 入 金2 24,317

繰 越 金8 1,000

繰 越 金1 1,000

諸 収 入9 104

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 101

雑 入2 3

2,335,534歳              入              合              計



－17－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 50,777

総 務 管 理 費 1 22,725

徴 収 費 2 952

介 護 認 定 審 査 会 費 3 26,888

運 営 協 議 会 費 4 212

2 保 険 給 付 費 2,158,328

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 1 1,969,548

介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 2 48,672

そ の 他 諸 費 3 1,944

高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 4 59,780

特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 5 78,384

3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1 1

4 基 金 積 立 金 7

基 金 積 立 金 1 7

5 地 域 支 援 事 業 費 115,768

介護予防・生活支援サービス事業費 1 31,283

介 護 予 防 事 業 費 2 14,393

包 括 的 支 援 事 業 費 3 69,758

そ の 他 諸 費 4 94

高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 5 240

6 公 債 費 1

公 債 費 1 1

7 諸 支 出 金 652

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 651

繰 出 金 2 1



金          額款

－18－

項

8 予 備 費 10,000

予 備 費 1 10,000

2,335,534歳              出              合              計
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議案第２３号 
 

令和４年度利府町後期高齢者医療特別会計予算 
 

 令和４年度利府町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３４１，３０８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

  

令和４年３月３日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－20－

（単位：千円）歳 入

項

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 282,059

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 282,059

使 用 料 及 び 手 数 料2 27

手 数 料1 27

繰 入 金3 58,621

一 般 会 計 繰 入 金1 58,621

繰 越 金4 599

繰 越 金1 599

諸 収 入5 2

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1

雑 入2 1

341,308歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 2,912

総 務 管 理 費 1 2,912

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 337,365

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1 337,365

3 諸 支 出 金 631

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 630

繰 出 金 2 1

4 予 備 費 400

予 備 費 1 400

341,308歳              出              合              計





 
 

令 和 ４ 年 度 
 

利府町町営墓地特別会計予算 
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議案第２４号 

 

令和４年度利府町町営墓地特別会計予算 
 

 令和４年度利府町の町営墓地特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，９７９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

令和４年３月３日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算
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（単位：千円）歳 入

項

使 用 料 及 び 手 数 料1 5,936

使 用 料1 1,806

手 数 料2 4,130

財 産 収 入2 182

財 産 運 用 収 入1 182

繰 入 金3 4,859

基 金 繰 入 金1 4,859

繰 越 金4 1

繰 越 金1 1

諸 収 入5 1

雑 入1 1

10,979歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 事 業 費 2,265

町 営 墓 地 管 理 費 1 2,265

2 基 金 積 立 金 2,057

基 金 積 立 金 1 2,057

3 公 債 費 5,657

公 債 費 1 5,657

4 予 備 費 1,000

予 備 費 1 1,000

10,979歳              出              合              計





 
 

令 和 ４ 年 度 
 

利府町水道事業会計予算 
 

 
 
 
 
 



 



（総則）

第 １ 条

（業務の予定量）

第 ２ 条

（収益的収入及び支出）

第 ３ 条

第 １ 款

（資本的収入及び支出）

第 ４ 条

は、過年度分損益勘定留保資金３１７，９９６千円で補てんするものとする。）。

千円

千円

千円

水道事業収益

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

千円９８１,９７３

９４５,２３３営 業 費 用 千円第 １ 項

第 ２ 項

千円予 備 費

戸

㎥

千円

㎥

給 水 戸 数

年 間 総 配 水 量

一 日 平 均 配 水 量

主 要 な 建 設 改 良 事 業

１３,９０６

議案第２５号

（４）

営 業 収 益

（１）

令 和 ４ 年 度 利 府 町 水 道 事 業 会 計 予 算

１,０６９,７２９

９４１,９９０

業務の予定量は、次のとおりとする。

令和４年度利府町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

２６,７４０

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　　　　　　入

１０,０００

水道事業費用

千円

支　　　　　　　　　　　　　　出

第 ４ 項

４,１５２,７２５

第 １ 款

第 １ 項

第 ２ 項

（２）

（３）

２８５,９４０

１１,３７７

１２７,７３９

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３１７，９９６千円

－27－



－28－

（継続費）

第 ５ 条

（債務負担行為）

第 ６ 条

企 業 債 償 還 金

年　　　度

令和５年度

（単位：千円）

総　　　額事　　業　　名

支　　　　　　　　　　　　　　出

千円

１２９,４００

千円第 １ 款

企 業 債

資 本 的 支 出

３,１００

令和５年度から令和６年度まで

期　　　　　　間

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

千円

第 １ 項

千円

４５３,４９６

第 ２ 項

３,０００

建 設 改 良 費

他 会 計 補 助 金

千円

千円

第 １ 項

千円

継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

第 ６ 項

１２１,３５２

資 本 的 支 出

３３２,１４４

３８,０７０
４７８,７３８建 設 改 良 費

４４０,６６８

８４５

資 本 的 収 入

令和４年度

事　　　　　　項

原水調整槽設備更新事業

限　　　度　　　額

第 ５ 項

第 １ 款

自 動 車 賃 貸 借 事 業

１

款 年　割　額項

１

１３５,５００

収　　　　　　　　　　　　　　入

開 発 負 担 金



（企業債）

第 ７ 条

（一時借入金）

第 ８ 条

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 ９ 条

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 １０ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（たな卸資産購入限度額）

第 １１ 条

令和４年３月３日提出

計 １２９,４００

外費用に係る予算額に過不足を生じた場合と定める。

交 際 費

（１） 千円

千円１０

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１款水道事業費用のうち、第１項営業費用及び第２項営業

（２）

６８,２８０

証書借入又は
証券発行

限　　度　　額 起債の方法 利　　　率

一時借入金の限度額は、１０，０００千円と定める。

利府町長　　　　熊　谷　　大

たな卸資産の購入限度額は、１０，０００千円と定める。

職 員 給 与 費

　年５．０％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見直し後
の利率）

　借入期日の翌日から４０年以内に半年賦元利
均等償還又は元金均等償還とする。ただし、融
資条件又は財政の都合により償還年限を短縮し
、若しくは繰上償還又は低利に借換えすること
ができる。

起債の目的 償　　　還　　　の　　　方　　　法

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

３８,０００

９１,４００

浄水施設
更新事業

配水施設
更新事業

－29－





 
 

令 和 ４ 年 度 
 

利府町下水道事業会計予算 
 
 

 
 
 
 



 



議案第２６号

（総則）
第 １ 条

（業務の予定量）
第 ２ 条

（収益的収入及び支出）
第 ３ 条

下水道事業収益
第 １ 項
第 ２ 項

下水道事業費用
第 １ 項
第 ２ 項
第 ４ 項

（資本的収入及び支出）
第 ４ 条  資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１５６，６４９千円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２６，１６５千円、過年度分損益勘定留保資金２０，８３２千円及び当年度分損益勘
定留保資金１０９，６５２千円で補てんするものとする。）。

千円

千円

支　　　　　　　　　　　　　　出
千円

営 業 費 用
１,３３１,７７０
１,２８８,１６６

３８,６０４
５,０００

３４,４９８
３,７１５,０００

１０,１７０
２５１,６５０

１,３４９,１４５
収　　　　　　　　　　　　　　入

（２）

８０７,２８５

令 和 ４ 年 度 利 府 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算

業務の予定量は、次のとおりとする。

㎥

令和４年度利府町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

㎥

人処 理 区 域 内 人 口（１）
年 間 排 水 量

（３）

第 １ 款

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

一 日 平 均 排 水 量

５４１,８６０営 業 収 益

（４） 主要な建設改良事業

千円

営 業 外 費 用
予 備 費

営 業 外 収 益

第 １ 款

千円
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－32－

第 １ 項
第 ２ 項
第 ３ 項

第 １ 項
第 ２ 項

（債務負担行為）
第 ５ 条

水 洗 便 所 改 造 資 金 損 失 補 償

６１,０００

５２２,１７４
２９３,５８７

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　融資元本の最終償還期限後約
定に基づく期限を経過してもな
お元本及び遅延利子の全部又は
一部が回収されなかった場合に
おける当該回収されなかった金
額

令和５年度から令和９年度まで

２２８,５８７企 業 債 償 還 金

収　　　　　　　　　　　　　　入

２６６,０００

千円

３８,５２５

事　　　　　　　　　項

企 業 債

建 設 改 良 費

期　　　　間

資 本 的 支 出

出 資 金

第 １ 款

第 １ 款

千円

千円

支　　　　　　　　　　　　　　出
千円

千円

水 洗 便 所 改 造 資 金 利 子 補 給 令和５年度から令和８年度まで

限　　度　　額

　借入期間中における融資残高
につき約定利率により計算した
利子相当額

資 本 的 収 入
千円国 庫 支 出 金
千円３６５,５２５



（企業債）
第 ６ 条

（単位：千円）

（一時借入金）
第 ７ 条

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第 ８ 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１款下水道事業費用のうち、第１項営業費用及び第２項営業

外費用に係る予算額に過不足を生じた場合と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第 ９ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流

用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　令和４年３月３日提出

流域下水道事業

資本費平準化事業

職 員 給 与 費

　借入期日の翌日から４０年以内に半年賦元利
均等償還又は元金均等償還とする。ただし、融
資条件又は財政の都合により償還年限を短縮し
、若しくは繰上償還又は低利に借換えすること
ができる。

限　　度　　額 起債の方法

証書借入又は
証券発行

利　　　　率

２８,１００

４０,８００

一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。

２６６,０００

　年５．０％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見直し後
の利率）

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

利府町長　　　　熊　谷　　大

３４,９３９

計

償　　還　　の　　方　　法

千円

公共下水道事業

起債の目的

１９７,１００
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